
参加者の有無を確認する公募手続きに係る

参加意思確認書の提出を求める公示

令和７年２月７日

国土交通省 近畿地方整備局 副局長 小林 知宏

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。

１．当該招請の主旨

本業務は、供用中のコンテナターミナルにおいて、水素エンジン発電機ＲＴＧを用いての実証

のうち、現地稼働実証を行い、安全性、操作性、運用性、温室効果ガス削減効果等の検証を行う

ための基礎データ収集等を行う必要があることから、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を

希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものであ

る。

応募の結果、４．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本業務に必要

な高度な技術を有する者（以下、「特定の者」という。）との契約手続に移行する。

なお、４．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の者と当該応募者

に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。

２．業務概要

（１）業務名

阪神港における荷役機械高度化実証事業委託業務

（２）業務内容

「阪神港における荷役機械高度化実証事業委託業務」仕様書のとおり

（３）履行期限

令和７年９月30日まで

３．業務目的

供用中のコンテナターミナルにおいて、水素エンジン発電機ＲＴＧを用いての実証のうち、現

地稼働実証を行い、安全性、操作性、運用性、温室効果ガス削減効果等の検証を行うための基礎

データ収集等を目的としている。

４．応募要件

（１）基本的要件

①予算決算及び会計令(昭和22年４月30日勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者

であること。

②令和７・８・９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の競争参加

資格審査申請書を提出し、受理されていること。ただし、令和７年４月１日までに、上記の

競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされた近

畿地域の競争参加資格の決定を受けていなければならない。

③会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者でないこと。



④参加意思確認書の提出期限日から見積書の開札の時までの期間において、近畿地方整備局か

ら「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年

３月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通

省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（２） 技術力に関する要件

ア 神戸港ポートアイランド（第２期）地区PC15～17において、実証機（水素エンジン発電機

ＲＴＧ）の使用について、関係者と円滑な調整が可能な者。

イ 神戸港ポートアイランド（第２期）地区PC15～17において、安全かつ円滑に水素エネルギ

ー供給を行うために、現場条件（ターミナル動線や電気系統、周辺環境）を熟知している

こと。

ウ 今後の水素エネルギー換装荷役機械の導入を考慮し、阪神港内の主要なコンテナターミナ

ルの状況について熟知していること。

（３）業務執行体制に関する要件

再委託の内容、業務分担構成の妥当性が確保されていること。

５．手続等

（１）担当部局

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎

近畿地方整備局 総務部 経理調達課 契約管理係

電話 078-391-7576

（２）説明書の交付期間、場所及び方法

令和７年２月７日から令和７年３月４日まで（１）に同じ。

（３）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法

令和７年３月５日14時00分まで（１） に同じ。持参、郵送（書留郵便に限る。）または 託送

（書留郵便と同等のものに限る。）すること。

６．その他

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 ： 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）関連情報を入手するための照会窓口は５．（１）に同じ。

（３）当該応募者に対して企画競争実施のための企画提案書提出予定期限

令和７年４月11日14時00分

（４）令和７･８･９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、

Ｃ又はＤ等級に格付けされた近畿地域の競争参加資格を有していない者も５．（３）により

参加意思確認書を提出することができるが、その者が企画競争方式による企画提案書の提出

者として選定された場合であっても、令和７年４月１日時点において、当該資格の決定を受

けていなければならない。

（５）本業務にかかる契約は令和７年度の予算が成立し予算示達がなされることを条件に行うもの

であり、令和７年度予算が成立していない場合は、契約日を延期又は取り止める場合がある。

（６）詳細は説明書による。






